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第
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六
号
議
案

防
災
・
減
災
対
策
、
国
土
強
靱
化
の
抜
本
強
化
を
求
め
る
意
見
書

本
年
七
月
三
日
か
ら
の
「
令
和
二
年
七
月
豪
雨
」
で
は
、
本
県
を
含
む
九
州
地
方
を
中
心
に
、
東
海
、
中

部
地
方
の
広
範
囲
に
わ
た
る
各
地
に
甚
大
な
人
的
・
物
的
被
害
を
及
ぼ
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
立
ち
向
か
う
国
民

は
改
め
て
深
い
悲
し
み
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

近
年
、
全
国
各
地
で
大
規
模
自
然
災
害
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
相
次
ぎ
、
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
り
更
な

る
頻
発
・
激
甚
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
巨
大
地
震
発
生
の
切
迫
性
も
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
り
、
我
が
国
の
社
会
経
済
活
動
を
将
来
に
わ
た
り
持
続
的

に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
今
後
起
こ
り
う
る
気
象
現
象
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
事
前
防
災
型
の
防
災
・

減
災
対
策
、
国
土
強
靱
化
を
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

国
に
お
い
て
は
、
集
中
的
な
対
策
と
し
て
令
和
二
年
度
ま
で
の
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の

三
か
年
緊
急
対
策
」
を
決
定
し
、
地
方
も
こ
れ
を
活
用
し
な
が
ら
、
特
に
緊
急
に
実
施
す
べ
き
対
策
の
進
捗

が
図
ら
れ
て
お
り
、
河
道
拡
幅
等
を
実
施
し
た
河
川
や
斜
面
対
策
を
行
っ
た
道
路
等
で
は
、
再
度
の
豪
雨
に

対
し
被
害
の
軽
減
・
抑
制
な
ど
大
き
な
整
備
効
果
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
毎
年
の
よ
う
に
全
国
各
地
で
多
発
的
か
つ
広
範
囲
に
水
害
や
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
な

ど
、予
想
を
上
回
る
速
度
で
気
候
変
動
の
影
響
が
顕
在
化
し
て
多
く
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
な
ど
し
て
お
り
、

今
後
、
治
水
計
画
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
計
画
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
の
確
保
を
含
む
事

前
防
災
型
の
国
土
強
靱
化
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

加
え
て
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
整
備
し
た
イ
ン
フ
ラ
が
一
斉
に
老
朽
化
し
、
将
来
の
維
持
管
理
や
更

新
に
必
要
な
経
費
が
増
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
計
画
的
な
予
防
保
全
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

効
率
的
な
老
朽
化
対
策
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

本
県
に
お
い
て
も
、
昨
年
度
改
訂
し
た
「
大
分
県
地
域
強
靱
化
計
画
」
に
基
づ
き
、
今
後
想
定
さ
れ
る
大

規
模
自
然
災
害
か
ら
県
民
生
活
や
地
域
社
会
を
守
り
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
災
害
に
強

い
強
靱
な
県
土
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
、
十
分
な
予
算
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
防
災
・
減
災
対
策
、
国
土
強
靱
化
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
措
置
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

抜
本
的
な
国
土
強
靱
化
の
取
組
が
着
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
令
和
二
年
度
ま
で
の
限
定
的
な
措
置
と

な
っ
て
い
る
三
か
年
緊
急
対
策
後
も
、
イ
ン
フ
ラ
老
朽
対
策
や
高
速
道
路
の
四
車
線
化
な
ど
対
象
事
業
の

拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
別
枠
に
よ
る
必
要
な
予
算
・
財
源
を
安
定
的
・
継
続
的
に
確
保
す
る
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
資
本
整
備
の
遅
れ
て
い
る
地
方
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

二

令
和
二
年
度
が
期
限
と
な
る
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
債
、
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
緊
急
対
策
事
業

債
及
び
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
対
象
事
業

の
拡
大
な
ど
の
内
容
の
拡
充
図
る
こ
と
。
加
え
て
、
地
方
自
治
体
が
国
土
強
靱
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
す

る
対
策
に
必
要
な
予
算
の
総
額
確
保
な
ど
地
方
財
政
措
置
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

三

道
路
・
河
川
・
港
湾
な
ど
の
公
共
施
設
の
維
持
管
理
・
長
寿
命
化
に
つ
い
て
、
一
層
の
補
助
採
択
基
準

の
緩
和
や
補
助
率
の
引
き
上
げ
な
ど
、
国
庫
補
助
制
度
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
等
適
正
管

理
推
進
事
業
債
の
延
長
や
対
象
事
業
の
拡
大
な
ど
地
方
財
政
措
置
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日
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